
別紙 

〔特記事項〕 

 
（個人情報データ等の保持） 

第１条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはなら 

ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

２受注者は、その従業者がこの契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らさ 

ないようにしなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様 

とする。 

 
（利用目的以外の目的のための利用禁止） 

第２条 受注者は、この契約による業務を処理するため取得、作成等し、又は発注者から 

引き渡された資料等に記録された個人情報を、発注者の承諾なくして本契約の目的以外 

の目的のために利用し、又は発注者の承諾なくして第三者に提供してはならない。 

 
（複写、複製の禁止） 

第３条 受注者は、この契約による業務を処理するため取得、作成等し、又は発注者から 

引き渡された資料等に記録された個人情報を発注者の承諾なくして複写又は複製をして 

はならない。 

 
（事故報告義務） 

第４条 受注者は、この契約による業務を処理するため取得、作成等し、又は発注者から 

引き渡された資料等に記録された個人情報を漏えい、毀損、滅失等した場合は、速やか 

に発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除さ 

れた後においても同様とする。 

 
（返還義務等） 

第５条 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報 

が記録された資料等を、委託業務終了後、速やかに発注者に返還しなければならない。 

２ 受注者は、この契約による業務を処理するため取得、作成等した個人情報を使用する 

必要がなくなった場合は、速やかに、かつ確実に廃棄し、又は消去しなければならない。 

 
（従業者への通知） 

第６条 受注者は、従業者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関 

して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな 

らないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があるこ 

とその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 



（報告義務） 

第７条 受注者は、発注者が必要とする場合、発注者に対し、この契約による業務の状況 を

報告しなければならない。 

 
（調査の受け入れ） 

第８条 受注者は、発注者が必要とする場合、調査を受け入れなければならない。 

 
（指導） 

第９条 発注者は、受注者が委託事務の執行に当たり個人情報の取扱いが不適当と認めら れ

る時は、必要な指導を行うことができる。 

 
（派遣労働者等の利用時の措置） 

第１０条 受注者は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の 労

働者に行わせる場合は、当該労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなけれ ばな

らない。 

２ 前項に規定する場合において、受注者は、発注者に対して、当該労働者の全ての行為 及

びその結果について責任を負うものとする。 


